◆対象経費
	メニュー
	区分
	経費
	補助率
補助上限

	JAS取得に関する取組支援
	JAS取得支援
	JAS取得に必要な費用

・検査料
・認定手数料
・認定に必要な研修の受講料及び旅費
・公的試験機関での検査に要する検査料、運搬費

	補助率：1/2以内
補助上限
25万円/件

	
	品質確認に係る器械費用支援
	自社で大型機械導入に依らず、必要最小限の確認に用いる器械の購入に要する費用

・木材水分計
・デジタルノギス
・木材品質管理システム
・その他
	


(注意)
１　費用算出にあたり過大とならないよう十分精査すること。
２　区分「JAS取得支援」では、JAS規格毎の応募が可能とする。ただし、応募者多数の場合は審査により決定する。
３　区分「JAS取得支援」で補助金の交付を受けようとする補助事業者は、事業実施年度から2年以内に新たにJASの認証を取得すること
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山口県産木材品質向上対策事業補助金
事業実施計画書














事業実施主体名



別記第１号様式の付（第３条関係）

　令和８年度山口県産木材品質向上対策事業補助金実施計画書

	事業実施期間
	

	事業の目的
	

	事業メニュー
	

	事業区分
	

	事業の内容
	

	事業費
	

	現状と課題
	

	事業実施後の目標
	


※見積書等の根拠資料を添付すること

